
¥事葬蒙本目認た 援 セ ン タ ーー

養育費は、子どもの権利です。

養育費は、子どもの生活を守り育

自立するまで親が負担するものです

れのパンも分け合 う」という強いも

はなくなりません。

るため必要な 日々の費用です。子 どもが

親が別れて暮 らす子 どもと「最後の一切

で、自己破産 した場合でもその負担義務

相談窓口

面会交流は子 どものすこやかな成

にとつて望ましい面会交流を行 うた

夫 と妻 とい う関係か ら子 どもの父

の親同士というパー トナーとして協

00～ 20:00

00～ 18:00

19(携 帯電話 とPHSは 使 えませんので下記

の番号におかけください)

08(ご 希望により、センターが電話をかけ直

して電話料金を負担 しています )

11-0854

のためにとても大切なことです。子ども

には、父母双方の協力が欠かせません。

という立場に気持ちを切 り替え、子ども

しましょう。

平 日      10

土曜 日・祝 日  10

・ 0120-965-

・ 03-3980-4

メ・一ル

ファックス 03-6
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尼崎市役所 こども家庭支援課

(母子福祉担当 )

06-6489-6349


